
目
次
 
 
 

第
一
章
 
 
 

第
二
章
 
 
 

第
三
章
 
 

改
正
 
 
 

昭
和
t
一
七
年
 
 

附
則
 
 
 

第
〓
早
 
司
法
試
験
等
∴
平
一
四
法
〓
二
八
・
筆
名
追
加
・
改
称
）
 
 

（
司
法
試
験
の
目
的
等
）
 
 

第
九
編
 
司
法
 
（
司
法
試
験
法
）
 
 

司
法
試
験
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 

司
法
試
験
法
 
 

同同平同同同同同同  
成  
五五五五三二  

○三三九八六三三八  
午年年年年年年年年  

第
五
節
 
法
曹
養
成
 
 

○
司
法
試
験
法
 
 

司
法
試
験
等
（
第
一
粂
1
第
十
一
条
）
 
 

司
法
試
験
委
員
会
（
第
十
二
条
－
第
十
六
条
）
 
 

補
則
 
（
第
十
七
粂
）
 
 

七
月
三
t
日
港
律
第
二
六
八
号
 
 

七
月
二
五
日
同
 
第
 
∧
五
号
 
 

二
月
二
五
日
耐
 
第
一
八
〇
号
 
 

四
月
二
四
日
同
 
第
 
二
七
号
 
 

五
月
一
九
日
岡
 
第
 
四
五
号
 
 

二
月
㌧
二
日
同
 
第
 
七
八
号
 
 

五
月
一
日
同
 
第
 
二
三
号
 
 

四
月
 
二
日
同
 
第
 
二
三
号
 
 

四
月
二
三
日
岡
 
第
 
三
四
号
 
 

五
月
 
六
日
同
 
第
 
四
人
号
 
 

（
綱
和
紅
十
卯
年
砧
月
誓
㌫
）
 
 

平
成
∵
一
年
 
七
月
〓
ハ
日
法
律
第
一
〇
二
号
 
 

同
一
一
年
t
二
片
l
〓
一
日
同
 
第
〓
ハ
○
号
 
 

同
一
四
年
一
⊥
一
月
 
六
日
同
 
第
〓
ニ
八
号
 
 
 

か
 
〔
日
法
八
〇
二
〇
〕
⑩
 
 
 

第
一
条
 
司
法
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
 
 
 

に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
 
 

．
を
目
的
と
す
る
国
家
試
験
と
す
る
。
 
 

2
 
■
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
 
第
六
十
六
条
の
試
験
 
 
 

は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
行
う
。
 
 

3
 
司
法
試
験
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
に
 
 
 

お
け
る
教
育
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有
機
的
連
携
の
下
に
育
う
も
の
 
 
 

と
す
る
。
 
 

（
平
一
四
法
〓
二
八
・
一
部
改
正
）
 
 
 

（
司
法
試
験
の
方
法
等
）
 
 

第
二
条
 
司
法
試
験
は
、
短
答
式
（
択
」
式
を
含
む
。
・
以
下
同
じ
。
）
及
び
論
文
 
 
 

式
に
よ
る
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

2
．
司
法
試
験
の
合
格
者
の
判
定
ほ
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
の
合
格
に
必
 
 
 

要
な
成
績
を
待
た
者
に
つ
き
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
及
び
論
文
式
に
よ
 
 
 

る
筆
記
試
験
の
成
績
を
総
合
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

（
平
一
四
洛
〓
二
八
・
全
改
）
 
 
 

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）
 
 

第
三
条
 
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
ほ
、
裁
判
官
、
 

ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
蔭
律
知
識
及
び
法
的
な
推
論
の
能
力
を
 
 
 

有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
 
 
 

い
て
行
う
。
 
 
 

t
 
公
法
系
科
目
 
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
次
 
 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 

三
大
〇
一
 
 
 



第
九
編
 
司
法
 
（
司
法
試
験
法
）
 
 

二
 
民
事
系
科
目
 
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
 
 

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 
 

三
 
刑
事
系
科
目
 
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
 
 

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 

2
▲
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
 
 
 

と
す
る
老
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法
的
な
分
析
、
構
成
及
び
論
述
 
 
 

の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
 
 
 

科
目
に
つ
い
て
行
う
。
 
 
 

」
 
公
法
系
科
目
 
 
 

二
 
民
唇
系
科
目
 
 
 

三
・
刑
事
系
科
目
 
 
 

四
 
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
科
 
 
 

目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
 

3
 
前
二
項
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
今
に
よ
り
、
そ
の
全
 
 
 

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

4
・
司
法
試
験
に
お
い
て
は
、
そ
の
受
験
者
が
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
 
 
 

と
な
ろ
う
と
す
る
老
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
備
え
て
い
る
か
 
 
 

ど
う
か
を
適
確
に
評
価
す
る
た
め
、
知
識
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
偏
 
 
 

す
る
こ
と
な
く
、
法
律
に
関
す
る
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
理
解
力
、
思
考
 
 
 

力
、
判
断
力
等
の
判
定
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
平
一
四
法
〓
二
八
∴
全
改
）
 
 
 

（
司
法
試
験
の
受
験
資
格
等
）
 
 

第
四
条
 
司
法
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
 
 

三
大
〇
二
 
 

定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
三
回
の
範
囲
内
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
 
 

六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ
つ
て
、
法
曹
に
必
要
 
 

な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
 
の
課
程
 
 

（
次
項
に
お
い
て
「
法
科
大
学
院
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
著
 
そ
 
 

の
修
了
の
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
 
 
 

二
 
司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
著
 
そ
の
合
格
の
発
表
の
日
後
の
最
 
 

初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
老
は
、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
 
 
 

資
格
 
（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
の
修
了
又
は
司
法
試
験
予
 
 
 

備
試
験
の
合
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
対
応
す
る
受
 
 
 

験
期
間
（
前
項
各
号
に
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
 
 
 

じ
。
）
 
に
お
い
て
は
、
他
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司
法
試
験
を
受
け
る
こ
 
 
 

と
ほ
で
き
な
い
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
最
後
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
後
の
 
 
 

最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
 
 
 

受
験
に
係
る
受
験
資
格
に
対
応
す
る
受
験
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
 
 
 

も
、
同
様
と
す
る
。
 
 

（
平
一
四
法
〓
二
八
・
全
改
）
 
 
 

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）
 
 

第
五
条
 
司
法
試
験
予
備
試
験
（
以
下
「
予
備
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
司
法
試
 
 
 

験
を
受
け
よ
う
と
す
る
老
が
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
老
と
同
等
の
学
 
 
 

識
及
び
そ
の
応
用
能
力
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
有
す
 
 
 

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
短
答
式
及
び
論
文
式
に
よ
る
 
 

D
〔
日
法
八
〇
二
〇
〕
⑩
 
 



2
 
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
 
 

一
 
憲
法
 
 
 

二
 
行
政
法
 
 

三
 
民
法
 
 
 

四
 
商
法
 
 
 

五
 
民
事
訴
訟
法
 
 
 

六
刑
法
 
 
 

七
 
刑
事
訴
訟
法
 
 
 

八
 
一
般
教
養
科
目
 
 

3
 
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
 
 

に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
科
巨
に
つ
い
て
行
う
。
 
 

一
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
科
目
 
 
 

二
 
法
律
実
務
基
礎
科
目
（
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
附
素
養
（
実
務
の
 
 

経
験
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
 
に
つ
い
て
の
科
目
を
い
う
。
 
 

次
項
に
お
い
七
同
じ
。
）
 

4
 
日
述
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
法
的
な
推
論
、
分
析
 
 
 

及
び
構
成
に
基
づ
い
て
弁
論
を
す
る
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
意
 
 

を
用
い
、
法
律
実
務
基
礎
科
目
に
つ
い
て
行
う
。
 
 

5
 
前
三
項
に
規
定
す
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
令
に
よ
り
、
そ
の
 
 
 

全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
平
一
四
港
二
三
八
■
全
改
）
 
 
 

（
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
）
 
 

第
九
編
 
司
法
 
（
司
法
試
験
法
）
 
 

筆
記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
 
 

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
老
 
 

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。
 
 

D
 
〔
日
法
八
〇
二
〇
〕
⑩
 
 
 

第
六
条
 
法
務
大
臣
は
、
第
三
粂
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
 
 
 

第
五
賓
の
法
務
省
令
を
制
定
し
、
又
ほ
改
廃
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
司
法
 
 
 

試
験
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
平
一
画
法
〓
二
八
・
・
追
加
・
旧
第
六
条
の
二
繰
上
二
部
改
正
）
 
 
 

（
司
法
試
験
等
の
実
施
）
 
 

第
七
条
 
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
司
法
試
験
委
員
会
が
毎
 
 
 

年
一
回
以
上
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
期
日
及
び
場
所
は
、
あ
ら
か
じ
め
官
報
 
 
 

を
も
つ
て
公
告
す
る
∵
 
 

（
平
一
四
法
〓
ニ
八
・
一
部
改
正
）
 
 
 

（
合
格
者
の
決
定
方
法
）
 
 

第
∧
条
 
司
法
試
験
の
合
格
者
は
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
る
判
定
に
 
 
 

基
づ
き
、
予
備
試
験
の
合
格
者
は
司
法
試
験
予
備
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
 
 
 

よ
る
判
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
試
験
委
員
会
が
決
定
す
る
。
 
 

（
平
三
法
三
四
・
平
一
四
法
一
三
入
・
一
部
改
正
）
 
 
 

（
合
格
証
書
）
 
 

第
九
条
 
司
法
試
験
又
は
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
試
 
 
 

験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授
与
す
る
。
 
 

（
平
一
四
法
〓
二
八
・
l
部
改
正
）
 
 
 

（
合
格
の
取
消
し
等
）
 
 

第
十
条
 
司
法
試
験
委
員
会
は
、
不
正
の
手
段
に
よ
つ
て
司
法
試
験
若
し
く
は
 
 
 

予
備
試
験
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
し
た
老
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
 
 
 

ほ
こ
の
法
律
に
基
づ
く
法
務
省
令
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
試
験
 
 
 

を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
し
、
合
格
の
決
定
を
取
り
消
し
、
又
は
情
状
に
よ
り
 
 

三
大
〇
三
 
 
 



第
九
編
 
司
法
 
（
司
法
試
験
法
）
 
 

五
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
司
法
試
験
若
し
く
は
予
備
試
験
を
受
け
る
こ
と
 
 
 

が
で
き
な
い
．
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
平
t
四
法
〓
ニ
八
・
⊥
部
改
正
）
 
 
 

〈
受
験
手
数
料
）
 

第
十
一
条
 
司
法
試
験
又
は
予
備
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
老
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 

実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
受
験
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
納
付
し
た
受
験
手
数
料
ほ
、
当
該
試
験
を
受
け
な
か
 
 
 

っ
た
場
合
に
お
い
て
も
返
還
し
な
い
。
 
 

（
昭
二
八
法
八
五
・
昭
五
三
法
二
七
・
昭
五
六
法
四
五
・
昭
五
九
法
二
三
・
平
一
四
法
 
 

〓
二
∧
・
一
部
改
正
）
 
 

第
・
二
幸
 
司
法
試
験
委
員
会
 
（
平
一
四
法
〓
ニ
入
・
章
名
追
加
）
 
 
 

（
司
法
試
験
委
員
会
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
）
 
 

第
十
二
条
 
法
務
省
に
、
司
法
試
験
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
 
「
委
員
 
 
 

会
」
 
と
い
う
。
）
 
を
置
く
。
 
 

．
2
 
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
 
 
 

t
 
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
を
行
う
こ
と
。
 
 
 

二
 
法
務
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
の
実
施
に
関
す
 
 

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。
 
 
 

三
 
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
に
閲
し
、
法
務
 
 

大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。
 
 
 

四
 
そ
の
他
法
律
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
 
 

と
。
 
 

三
六
〇
四
 

3
 
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
 
 
 

は
、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
の
あ
る
公
私
の
団
体
に
対
し
、
必
要
な
資
料
 
 
 

の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

人
平
一
四
法
〓
二
八
一
・
全
改
・
二
部
改
正
）
 
 
 

（
委
員
）
 
 

第
十
三
条
 
委
員
会
ほ
、
委
員
七
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
。
 
 

2
委
員
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
 

ち
か
ら
、
法
務
大
臣
が
任
命
す
る
。
 
 

3
 
委
員
の
任
期
ほ
、
t
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
 
 
 

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
 

4
 
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

5
 
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
ぺ
 
 

（
平
一
四
法
〓
二
八
∵
全
改
）
 
 
 

（
委
員
長
）
 
 

第
十
四
条
 
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
が
任
命
す
る
。
 
 

2
 
委
員
長
ほ
、
．
委
員
会
の
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。
 
 

3
 
委
貴
会
は
、
．
あ
カ
か
じ
め
、
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
長
に
故
障
の
あ
る
 
 

場
合
に
委
員
長
を
代
理
す
る
者
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
昭
二
七
法
二
六
入
・
平
一
四
活
〓
二
∧
・
一
部
改
正
）
 
 
 

（
司
法
試
験
考
査
委
員
等
）
 
 

第
十
五
条
 
委
員
会
に
、
司
法
試
験
に
お
け
る
問
題
の
作
成
及
び
採
点
並
び
に
 
 
 

合
格
者
の
判
定
を
行
わ
せ
る
た
め
司
法
試
験
考
査
委
員
を
置
き
、
予
備
試
験
 
 
 

に
お
け
る
問
題
の
作
成
及
び
採
点
並
び
に
合
格
者
の
判
定
を
行
わ
せ
る
た
め
 
 

D
〔
日
法
八
 



司
法
試
験
予
備
試
験
考
査
委
員
（
以
下
こ
の
粂
及
び
次
粂
に
お
い
て
 
↓
予
備
 
 
 

試
験
考
査
委
員
」
と
い
う
。
）
∴
を
置
く
。
 
 

2
 
司
法
試
験
考
査
委
員
及
び
予
備
試
験
考
査
委
員
は
、
委
員
会
の
推
薦
に
基
 
 
 

づ
き
、
当
該
試
験
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
 
 
 

か
ら
、
法
務
大
臣
が
試
験
ご
と
に
任
命
す
る
。
 
 

3
 
司
法
試
験
考
査
委
員
及
び
予
備
試
験
考
査
委
員
は
、
．
∵
非
常
勤
と
す
る
。
 
 

（
平
十
四
法
〓
t
天
・
全
改
二
部
改
正
）
 
 
 

（
政
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
十
六
条
．
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
委
 
 
 

員
、
司
法
試
験
考
査
委
員
及
び
予
備
試
験
考
査
委
員
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
 
 

．
委
員
会
に
閲
し
必
要
な
事
項
は
予
政
令
で
定
め
る
。
 

（
平
∵
「
四
法
〓
ニ
八
・
全
改
・
一
部
改
正
）
 
 

第
三
章
 
補
則
 
（
平
一
四
法
〓
ニ
八
・
章
名
追
加
）
 
 
 

（
法
務
省
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
十
七
条
 
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
、
の
ほ
か
、
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
の
 
 
 

実
施
に
閲
し
必
 

（
平
一
四
法
〓
二
八
・
全
改
工
一
部
改
正
）
 
 

附
・
則
 
 

1
 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

2
 
旧
高
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
 
に
よ
る
高
等
試
験
司
法
科
 
 
 

試
験
に
合
格
し
た
者
ほ
、
こ
の
法
律
に
よ
る
司
法
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
 
 
 

な
す
。
 
 

（
平
三
法
三
田
∵
旧
第
五
項
繰
下
、
平
一
四
法
〓
二
八
・
旧
第
六
項
繰
上
・
旧
第
三
項
 
 

第
九
編
 
司
法
 
（
司
法
試
験
監
）
 
 

D
 
〔
日
法
八
〇
二
〇
〕
⑩
 
 

繰
上
・
一
部
改
正
）
 
 
 

附
 
則
 
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
六
八
号
）
 
抄
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 

従
前
の
機
関
及
び
職
員
は
、
こ
の
法
律
に
基
く
相
当
の
機
関
及
び
職
員
と
 
 

な
り
、
同
一
性
を
も
つ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

附
 
則
 
（
昭
和
二
八
年
七
月
二
五
日
法
律
第
八
五
号
）
 
 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

附
・
則
 
（
昭
和
：
≡
年
一
二
月
二
五
日
法
律
第
l
八
〇
号
）
 
抄
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

附
・
則
 
（
昭
和
五
主
年
四
月
二
四
日
法
律
第
t
一
七
号
）
．
抄
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
粂
中
不
動
産
 
 

の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
粂
、
第
 
 

一
ニ
粂
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
、
第
十
九
条
中
特
許
法
第
百
七
粂
第
一
 
 

項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
条
中
実
用
新
案
法
簸
享
†
一
条
第
一
項
の
改
正
規
 
 

定
、
第
二
十
一
条
中
意
匠
法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
 
 

定
、
第
二
十
二
条
中
商
標
法
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
 
 

第
二
十
八
粂
中
通
訳
案
内
業
法
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
 
 

九
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
 
 

る
。
 
 

（
経
過
措
置
）
 
 
 

次
に
掲
げ
る
受
験
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 

一
司
法
試
験
法
第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
実
施
の
公
告
 
 

三
大
〇
五
 
 
 


